
米の需給安定・米生産者の経営安定に関する主要な政策ツール

○ 米の需要が減少する中、需要に応じた主食用米の作付けを行うとともに、麦、大豆等の本作化を進める。

○ また、産地において、あらかじめ積立てを行い、自主的に需給の安定に向けて、長期計画的な販売や海外
用など主食用米の他用途への販売を行う取組に対しても支援。

○ 米価の変動等による収入減少については、収入保険又は収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）で対応。
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食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、米粉用米等の戦略作物の本作化とともに、地域の特色を活かした魅力的な産地づくり、畑地化による高収益
作物等の定着等を支援します。

１．戦略作物助成 水田を活用して、麦、大豆、飼料作物等の作物を生産する農業者を支援
２．産地交付金  地域の作物振興の設計図となる「水田収益力強化ビジョン」に基づく、地域の特色を活かした魅力的な産地づくりに向け

た取組を支援
３．都道府県連携型助成  都道府県が転換拡大に取り組む生産者を独自に支援する場合に、国が追加的に支援
４．畑地化促進助成  水田の畑地化や畑地化後の畑作物の定着までの一定期間の支援のほか、農地利用の団地化等に向けた関係者間の

調整や種子の確保、土地改良区の地区除外決済金等を支援

○ 米穀周年供給・需要拡大支援事業
業務用米・新市場開拓用米等の安定取引を拡大するために必要な取組等を支援します。
また、産地において、あらかじめ生産者等が積立てを行い、以下の取組を実施する場合に支援します（値引きや価格差補填のための費用は支援の対象外）。 

 １．周年安定供給のための長期計画的な販売の取組 主食用米を翌年から翌々年以降に長期計画的に販売する取組（播種前契約、複数年契約の場
          合は、追加的に支援)

  ２．海外向けの販売促進等の取組 主食用米を海外向けに販売する際の商品開発、販売促進等の取組
  ３．業務用向け等の販売促進等の取組 主食用米を業務用向け等に販売する際の商品開発、販売促進等の取組
  ４．非主食用への販売の取組   主食用米を非主食用へ販売する取組

○ 収入減少のためのセーフティネット

収入保険（青色申告者が対象）  米をはじめ、全ての農産物を対象に、自然災害や価格低下のほか、農業者の経営努力では避けられない様々な
リスクによる収入減少を補償します。
農業者ごとに、保険期間の収入が基準収入の９割を下回った場合に、下回った額の９割を上限に補てんします。
農業者は、保険料・積立金等を支払って加入します（保険料の50%、積立金の75%を国庫補助）。

ナラシ対策（認定農業者等が対象） 当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の９割を、国からの交付金と農業者が
積みたてた積立金で補てんします。補てんの財源は、農業者と国が１対３の割合で負担します。

○ 水田活用の直接支払交付金
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